
新・ほっかいどう社会資本整備の重点化方針の概要

この方針が必要なのか 「策定の趣旨・方針の役割」な ぜ

選択と集中の は 「優先度の導入」

何を のか 「社会資本整備のめざす方向」目 指 す

「選択と集中」の視点に立った戦略的・効果的な整備と

既存ストックの有効活用や適切な維持管理を基本姿勢とし、

「将来にわたって安全・安心で心豊かに住み続けることができる活力ある地域社会の構築

～輝きつづける北海道」を目指します。

（めざす方向の実現に向けて、３つの重視すべき視点と６つの政策の柱に沿って社会資本整備に取り組みます）

【経済・産業】
本道の強みを活かし持続的な経
済成長を実現する地域づくり

【生活・安心】
いつまでも元気で心豊かに安
心して暮らす地域づくり

【人・地域】
人と地域を支える基盤
づくり

豊かな自然環境の保全と
安全・安心な環境づくり

強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮

農林水産業の持続的な成長 地域の特色を活かした産業の活性化

グローバル化に対応した活力ある社会の構築 持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備

【重視すべき視点】

【政策の柱】
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新たな方針では「選択と集中」の観点に加え、さらに今後何を集中的に実施するかという視点をよ
り明確にするため、道独自の優先度設定の考え方を継承しつつ、前方針の「緊急性」と「波及性」を
並列に扱った判定方法から、「緊急性」という時間の視点をより重視した判定方法に変更した上で、
施策優先度の区分を３区分から４区分に細分化し、よりメリハリを付けた優先度としています。

選択と集中の観点をより一層明確にし、北海道にとって必要な社会資本の効果的・重点的

な整備のため策定します。

参考資料１

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/index.html


「施策優先度」は、「北海道総合計画」に示している取組のうち、社会資本整備に関連す

るものを5７の施策に整理し、全道的な観点からの「全道優先度」と連携地域※における「地

域優先度」を併せて設定しています。施策優先度は、次の４つのグループに区分しています。

グループＡ 早期の効果発現を目指し優先的に取り組む施策
【18施策】→ ①、②、③の全てに該当する場合

グループＢ１ 優先的に取り組む施策

【12施策】→ ①、②に該当するが、③は該当しない場合

グループＢ２ 計画的・段階的に取り組む施策
【19施策】→ ①、③に該当するが、②は該当しない場合、

①に該当しないが、②と③の両方に該当する場合

グループＣ 既存ストックの有効活用などを中心に取り組む施策

【8施策】→ その他の場合

※連携地域：「北海道総合計画」で設定する計画推進上の圏域で、「道央広域」、「道南」、「道北」、「オホーツク」、「十勝」、「釧路・根室」の６圏域

①：重視すべき視点に立った6つの政策の
柱に位置付けられていること。

②：（時間の視点）すでに明らかな課題や
近い将来予想される課題の解決に向け、
緊急に実施する必要があるかどうか。

③：（波及の視点）施策の効果が幅広い分
野や地域に波及し、大きな効果が得られる
かどうか

とは 「施策・事業の優先度」優 先 度

「事業優先度」は、道が事業主体として社会資本を直接整備する事業（緊急的な災害への対応な

どの事業を除く）を対象に、「施策優先度」と「事業のランク※」の２つの視点から下表により

３つのグループに区分し、設定しています。

※事業のランク：①地域重視、②政策重視、③事業効果の３つの視点により２段階に区分し、設定

ランク１ ランク２

Ａ

Ｂ１ Ⅰ Ⅱ

Ｂ２ Ⅱ Ⅲ

Ｃ Ⅲ
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グループⅠ早期の効果発現を目指し優先的に進める事業

グループⅡ計画どおりに進める事業や新規に取り組む事業

グループⅢ予算との調整により、その都度、優先性を
検討する事業

どのように のか 「推進体制、推進方法、推進管理」進 め る

○ 道の組織が一丸となって、より一層の効果的・効率的な事業の執行に努めます。
○ 政策評価と連携を図るとともに、国費予算要望や道予算への反映に努めます。
○ 施策優先度や事業優先度に応じた事業の状況など、毎年度把握を行い実効性の確保に努め
ます。

 地域優先度は、地域に根ざした政策展開を図るため、市町村等の意向も取り入れながら設定し
ています。

 全道優先度は次の３つの視点（①重視すべき視点、②緊急性、③波及性）により、設定しています。


